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「研究 プロジェク ト」優秀論文推薦の ことば

多文化主義を語 るときに避けては通れない課題 としてアファーマティブ ・アクションがあ

る。本論文はそれに潜む問題点をアメリカの保守主義の原点に遡って厳密に検討 している。

読む者に深 く考えさせる論考である。

慶磨義塾大学

総合政策学部教授

古石 篤子
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は じめ に

筆者 は2003年 春学期 、多文化主義 を主題 とす る古石研 究会 に参加 した。多文化主義 と

は、一 つの社会の 中にお ける複数 の文化 の共存、多様性 を目指す思想 であ る。本稿 の 目的は、

そ れに反対す る思想 に よって多文化主義 に光 を当 てる ことで、その問題点 を考察す るこ とで

あ る。多文化主義 を象徴 する素材 として、 アメ リカにおけるア ファーマテ ィブ ・アクシ ョン

を取 り上 げ、保守主義 の立場 か らその問題点 を分析 した。 その結果、 ア ファーマ テ ィブ ・ア

クシ ョンにはアメ リカの保守 主義か ら見て主 に 「憲法違反 である」 「個人主義 に反する」 「国

家 を分断す る」 とい う三つの問題 点があ る、 とい う結論 に達 した。

まず、1章 で アフ ァーマ テ ィブ ・アクシ ョンの内容 と歴史 を振 り返 り、それが結果の平 等

を目指す措置で あ り、支 える大義 が黒人へ の人種差別の解消 か ら多様性の実現 に移 ってい る

こ とを説明す る。9章 で はアメ リカの保 守主義の思想 的な特色 を説明 し、本稿 にお けるア メ

リカの保守の人間像 と して 「政府 を嫌い、国 を愛す る個人主義者」とい うモデルを提示す る。

続 く皿、IV、V章 で は、順 を追 って、前 述の三つの論点か ら、保守主義か ら見て アファーマ

テ ィブ ・アクションにどの ように して問題 があるのか を考察 する。

1結 果の平等 と多様性 を目指す ア ファーマテ ィブ ・アクシ ョン

結果 の平等

ア ファーマテ ィブ ・アクシ ョン(afflrmativeaction、 以 下 「AA」)と は、米 国人権委員会(U.S.

CommissiononCivilRights)の 定義 による と、 「過去の差別の是正あ るいは未来 にお ける差別

の再発 防止 のため に適用 され る措置 の うち、単 なる差 別的慣 行の廃止 に とどまらない ものす

べ て を広 く含意す る用語」 である1。 「過去の差別」 とは主 に、 アメリカで白人 たちが歴史的

に実行 していた、黒 人への奴隷制 やジム ・クロウ法 による隔離 をは じめ とする人種差別 の こ

とである。AAは そ れ らの差別 に対す る償 いの意味 を持 って開始 された2。 「単 なる差別 的慣

行 の廃止 にとどまらない」 とい うのは、 人種 間の法 的 な権利 を平 等 にするだけではな く、差

別 される要素 を持 つ人たち を優遇す る ことを意味す る。つ ま り、 目指す ところはアメ リカ社

会 における権利 や機 会の平 等で はな く、結果 の平等 である。 これがAAの 「ア ファーマテ ィ

ブ(積 極的)」 た る所 以で あ り、大論争 を呼ぶ理由であ る。 日本語訳 として は、「積極 的差別

是正措置」「差別撤廃措置」 「マ イノ リティー優遇措置」 な どがあ る3。

最初 は政府が行 う契約 に関す る大統領命令 だったが 、徐 々 に広 が りを見せ 、現在 ではそれ

に加 えて、公 立 ・私立両方 の大 学入試や、企業の雇用 で も適用 されている。1961年 に民

主党の ケネデ ィが、大統領命令10925号4の 中で、大統領 としては じめて 「AA」 とい う

言葉 を使 用 した。彼 は雇用機会均等委 員会 を創設 し、政府 の持つ契約機 関が求職者 と従業員

を人種 、信条、肌 の色 、出 身国 に関係 な く(平 等 に)扱 うよう、AAを とることを指示 した。

4年 後 に民主党 のジ ョンソン大統領 が出 した大統領命令11246号5は 、内容 的 には前任者

のそれ と大差 ないが、 よ り強い影響力 を持 った。 なぜ な ら発布の前年 の1964年 に成立 し
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た公民権法が、連邦政府 の資 金援助 を受 けて いるすべ ての行事や活動 にお いて人種、肌の色

と出身国 による差 別 を行 うこ とを禁 じたか らであ る6。民 間の組織がAAを 適用す る ようにな

る伏線 を引 く命令 を出 したため、 ジ ョンソ ン氏 がAAを 開始 した人物 として紹介 され ること

が多 い。 さらにその4年 後 の1969年 に、共和党 のニ クソン大統領が、建設工事の契約 に

関 して、マ イノリテ ィの業者 と契約す る際の具体的 な 「目標 と日程」の設定 を求め た7。AA

が公共 ・民 間の両部 門で本格 的 に適用 され るよ うにな ったのはニクソン政権 お よびその次 の

フ ォー ド政権(共 和党)時 である8。 今 日では主 に、大学が、似通 った能力 を持 つ白人 とマイ

ノ リティの受験生 がいた場合 、マ イノリテ ィの方 を優先 的に入学 させ た り、企業が男性 よ り

もそれ と同様 の能力 を持 つ女性 を優先 して雇用 した り、 とい った形態 をとっている9。

「差 別解消」 か ら 「多様性」へ

この措置は、60年 代 の公民権運動 の最 中 に生 まれ、当初の 目的は何 と言 って も黒 人への

人種差 別の解消 であった。ジ ョンソ ン大統領 は、大統領令11246号 を発布 した3ヶ 月前、

ハ ワー ド大学 で演説 を行 ったが、その内容 は黒人問題のみ に絞 られていた。彼 は、 「あ まりに

も多 くの面で、ニ グロ系 アメ リカ人は除 け者 にされて きた:自 由 を奪 われ、憎 しみに よって

骨抜 きにされ、機 会の扉 は閉 ざされて きた」 とアメリカで黒人が置かれた状況 を分析 した上

で、彼 らに 「権利 そ して理論 としての平等 だけでな く、事 実 と結果 としての平等」が必要だ

と説 いた10。 彼 が大統領命令11246号 で指示 したAAは 、その主張 の具体化 と考 えるこ

とが で きる。

また、大統領命令11246に 、差別 してはいけない要素 として性別が入 ったの は、発布

の2年 後の修 正 による11。 ニ クソン大統領 も、当初 建設工事の契約 で積極的 に契約す るよう

に求め たの はマ イノ リテ ィの業者のみだ った。 こち らも2年 後の修正 によって女性 が含 まれ

るようになった12。 これ らを見 て も、AAが いか にその開始時 に人種差別、 とりわけ黒人へ

の差別解消 を念頭 に置 いた措置 であったかが分 かる。

しか し、今 日で は、AAを 支 える主な理念 は 「黒 人へ の人種差別の解消」か ら 「多様性(の

実現 、擁護)」 へ と移行 している。後で も触 れるが、最高裁判所 が大学入試 にお けるAAを 合

憲 とする ときには、 この措置が大学 にお ける学 生の 「多様性」 を実現す る、 とい うのが判決

の理 由になるの である13。 この多様性 とは人種や民族 の多様性の ことである。 この理念の支

持者 は、た とえば大 学 に多様 な人種的、民族的背景 を持 つ学生 たちが いる ことが、 さまざま

な視点、考 え方 をキ ャンパ ス に持 ち込 むため、教育 的な効果 を持つ とす る。 また、企業 にお

ける人種の多様性 も、似 た理 由で ビジネス に効果 を もた らす とする。米 ゼロ ックス副社長(1

996年 当時)のA.バ リー ・ラン ド氏 は 「多様性 は、企業が国際経済で競 争す るの に必要

な、創造 的な活力 を育 む」 「多様 性は ビジネス によい」 と言 ってAAを 支持 している14。

AAは 、それ を支 える最大 の理念が 「多様性 」 になったこ とで、必ず しも当初 の 「黒 人へ

の人種差 別の解 消」 とい う、比較的超党派 的な 目標 の ための手段 ではな くな った。現在 では

む しろ、多文化 主義の観点 か らの、 「アメ リカ社会 の多様 化 を目指すべ きだ」 とい う リベ ラ

ル ・イデオロギ ーの主張 の枠 内にす っぽ りと収 まっている(「 リベラル」の意味 については次

章 で触 れる)。 そ うなると、保守 たちは黙 って いない。アメ リカの保 守主義 に とって、AAと
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それを支える 「多様性」 という概念は問題に満ちているのである。

Hア メ リカの保守 とは 「政府 を嫌 い、国 を愛す る個人主義者」

18世 紀の英国の 自由主義が起 源

アメ リカの保守主義 は特殊 である。 なぜ な ら、18世 紀の英国の 自由主義 を起源 に持つ か

らであ る。つ ま り、英 国では 「自由主義(リ ベ ラリズム)」 であ った ものが、ア メリカでは 「保

守主義」 とい う正反対 の名前 を持 つ ようになったので ある。 この英国 の自由主義 を貫 く特徴

は、徹 底的 な 「個人の 自由 と競争」 の重視 だ15。 自由主義 とい うときの 「自由」 とは 「政治

か らの 自由」であ り、権力 か らの 自由であ る。フランシス ・フクヤマ氏がTheEndofHistoryand

theLastMan(邦 訳 『歴史の終 わ り』)で 述べ ている ように、 自由主義 とは、政治的 には個人

の権利 あ るい は自由を政府の統制か ら守 るための法の支配16、 そ して経 済的には市場 と個人

の所有 に基づ く経 済活動 の 自由 を認め る思想 である η。 これは、資本主義 とそれ にともな う

自然 淘汰、適 者生存 といった理念 の肯定 につながる。

自由主義者 に とって、政府が税金 を使 って行 う政策全般 は個人の生活への干渉、介入で あ

るか ら、最小 限 に抑 えるべ きである。 た とえば福祉 は、 自分の努力 と能力 によって成功 を収

めた人間(裕 福 な人 たち)か ら金銭 を奪 い取 って、成功で きなか った人 たち(場 合に よって

は怠 け者た ち)に それ を分 け与 える 「富 の再分配」 であ る。 これ は、 自由競 争の理念 を踏み

に じる行為だ。 もちろん、今 の世 の中で、実際 に福祉 や分配的な政策 を完全 にな くして しま

え と主張で きる人 間はほ とん どいない し、 またその実現 も不可能 に近い。だが、保守 たちは

しば しば福祉 国家(welfarestate)を 批 判の槍玉 にあげ、減税 を主張 する。実際 に、共和党の

大統領 が政権 をとる度 に、大幅 な減税 を行 う。それ はた とえば、今の アメリカ大統領、 ジ ョ

ー ジ ・W・ ブ ッシュの政策 に も見 て取 れる
。政府 の国民へ の干渉 をなるべ く小 さ くす る 「小

さな政府」 が、保 守た ちが掲 げ る一大理念 であ る。彼 らにとって、政府 に頼るのは好 ま しく

ない ことだ。

では、何 に頼 るのか。それは、自分 の力 である。 「アメリカ ン ・ドリーム」 とい う言葉があ

る。 これは、個 人が 自分 の力 と努力 によって、低 い位置 か ら這 い上 が って、成功 を収める こ

とを指す。 そ こで表現 されてい る人 間モ デル を思 い浮 かべ て もらえる と分 か りやすい。他 人

に頼 らないで、 自助努力 に よって 「ドリーム」 を実現 させ る。逆 に言 えば、あかの他人が成

功で きな くて も、それはその人 自身の責任 であ り、自分 は知 ったこ とで はない とい うこ とだ。

一人一人が
、 自分で 自分 に責任 を持 つ とい う、冷酷 かつ強固な個 人主義 である。

「個 人の 自由」 と 「国 と しての統 一」

もっ とも、現在の、現実 のアメ リカの保 守主義 は、 自由主義その もの と考 えるだけでは説

明 しきれ ない。保守 たちは、経済 につ いて は個人の 自由を認 め る点で比較的一枚 岩だが、政

治 についての理論 にはその ような まとま りを持 たない18。 そ もそ も自由主義が標榜す るのは、

政治参加 「へ の」 自由ではな く、政治 と権力 の介入 「か らの」 自由であ る。 これは、政治 に

5



参画す る積極性 よりはむ しろ政治不信 につ なが る。 自由主義 は、 デモ クラシー(民 主制)に

おいて人々が どう政治 に関わるべ きか を説明するための理論 ではない。

アメ リカの保守主義 の中には、個 人の 自由 を とこ とん強調す るべ きだ とする 自由主義 に忠

実な立場(リ バ ータ リアニズ ム)も あれ ば、一定の価 値で統一 された国 を目指す ため に、個

人の 自由 をあ る程度犠牲 にす る立場 も存在 す る。その 「価値」 を決める極 めて大 きな力が キ

リス ト教 である。キリス ト教徒 たちは保守主義の 中で宗教右派(religiousright)と 呼 ばれ る勢

力 を形成 してい る。 ヨー ロ ッパ では宗教 の力 が弱 まって いるが、 アメ リカはその傾向 とは縁

が薄 く、先進 国の中で飛 び抜 けて宗教的であ る。人 口の6割 以上が教会に所属 している19。

そ こで、た とえば妊娠 中絶や 同性愛者 同士 の結婚 の是 非 とい った問題 で、保守同士が対 立す

る。個人の 自由 を至上価 値 とす れば、中絶 を しようが どの ような婚姻 関係 を結ぼ うがその人

の勝 手である。 だがキ リス ト教 を国家共通 の価値 と考 え る人々 にとっては、それ らは倫理 的

に認 め られない ため禁止す るべ きで ある20。

保 守たちは、 その ような具体 的 な問題で は反 目す る ことがあるが、愛国心 を肯定 する点で

はほぼ共通 している。愛 国心 は必 然的 に、国民 と しての一体性、共通性の強調 につながる。

本来 の 自由主義 の教義 はあ くまで個人主義であ り、一つ の国民 として個 人 をまとめ上 げる発

想や、 それを理 由 と した個 人の 自由の侵 害(徴 兵制 な ど)と はむ しろ相容 れない。 だが、現

実 には2001年 の テロ事件以 降の論 争 を見て も、全体 として保守 たちが愛 国心 とい う標語

を連呼 し、 リベ ラルたちが それ に反発 す る構 図がで きている。 ただ、国家 に表立 った嫌悪 を

表明す る保守 は少 ない一方 で、今 まで述べ て きた ように、政府 に対 する懐疑 は根強い。 よっ

て、本論考 において は 「政府 を嫌 い、 国 を愛 する個 人主義者」 をアメ リカの保守のモデル と

す る。

今 の 「リベ ラル」 たちの思想 とは

ところで、アメリカの保 守主義の根 底 に 「自由主義(リ ベ ラリズム)」が あるなら、現在 「リ

ベ ラル」 を名乗 っている人た ちの思想 は何 なのか。今 日の 「リベ ラル」た ちは、本来 の意味

では リベラルではない。 ここで は詳 しく立 ち入 らないが、現代 アメ リカの リベ ラリズムは、

共産主義 の流 れを汲 む、柔 らかな左 翼(社 会主義)思 想 である。事実、保 守たちは リベ ラル

たちの ことを 「コミー(COmmie)」(共 産主義者 を意味す るコ ミュニス トCOmmuniStか らとっ

た名前)や 「ピンコー(pinko)」(「 ピンク野郎」とい う くらいの意味合いを持つ。完全 に 「ア

カ(共 産主義者)」 で はないが、思想 が 「アカがか ってい る」 ことか ら付 け られた名前)と 呼

んで椰楡する ことが ある。

そ こで、現代 の リベ ラ リズ ム との区別 のため、18世 紀 の英 国の 自由主義 を 「古典的 自由

主義(ク ラシカル ・リベ ラリズム)」 と呼 ぶ場合が ある。ところが、アメ リカ国内の論争で は、

その ような配慮 な しに 「保守」 「リベ ラル」 とい う言葉 が使用 され るので、注意す る必要があ

る。 なお、今後 「保 守(保 守主義)」 「リベ ラル(リ ベ ラリズム)」 とい う場 合 には、アメリカ

国内での呼称 をその まま用い る。英国の古典的 自由主義は 「自由主義」 とす る。

次章 か らは、アメ リカの保守主義 か ら見 たAAの 問題点 を、論点 ごとに考察す る。ただ し、

議論 の分類 は、問題 を整理す るための、便宜上の もので あ り、それぞれはお互 いに重 なって
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いる。他 の分類 方法や議論 も存在す るこ とを断 ってお く。

皿1論 点その一 憲法違反である

修正 第14条 へ の抵触

保 守 たちによるAA反 対論 で、おそ らく最 も頻繁 に提起 されるのが、それが人種差別 を禁

止す る憲法の条文 に抵触す る とい う主張で ある。憲法 が禁止 している とい う論拠 は、保守主

義 と何 の関係 があ るのか。 ここで肝要 なのが、 そ もそ も憲法 の役割 とは何 なのか とい う問題

であ る。小室直樹氏が指摘す るように、憲法 とは国家権 力 に対 して書 かれた法律 であ り、そ

の存 在意義は、権 力の力 を制限 してその横 暴 を防 ぐこ とにあ るのだ20。

前述の ように、保守主義 の一大理念 とは、政府 の役割 をなるべ く小 さ くし、なるべ く国民

の生活への干渉 をさせ ない とい う 「小 さな政府」 である。それ を実現 するため には政府 の力

を抑 制す る必要が あるが 、その役割 を果 たす のが憲法 であ る。逆 に言 えば、憲法違反 を放置

す るこ とは、政府 の勝手 な行動 お よび強大化 を放置す る ことと同 じであ り、小 さな政府 と個

人の 自由に とって脅威 なの だ。

アメ リカの憲法 の中で、人種差別 を禁止 している部分は、1866年 に成立 した、修正第

14条 の第一節であ る。

第一節 合衆 国において出生 し、 またはこれに帰化 し、その管轄権 に服 するすべ ての者 は、合

衆 国お よびその居住す る州の市民 である。いか なる州 も合衆 国市民 の特権 または免除

を制 限す る法律 を制定あ るい は施行 してはな らない。 またいかなる州 も、正 当な法の

手続 きに よらないで、何人か らも生命 、 自由 または財産 を奪 ってはな らない。 またそ

の管轄内 にある何 人に対 して も法律 の平等 な保護 を拒 んではならない21。

焦点 は、最後の一文 にある 「法律 の平等 な保護」 だ。AAは 、前 に説 明 した とお り、結果 の

平等 と人種の多様性 を 目指 すため に、マ イノ リテ ィや女性 を優遇 する措置 である。つ ま り特

定の民族や性別 に特権 的な地位 を与 えてい るわけで、万 人 に法律 による平等 な保護 を与 えて

い ない、 とい うのが保守 たちの議論 である22。 ここで不平等 な扱い を受けてい るのは白人で

あ り、 これ には 「逆差 別(reversediscrimination)」 とい う名前 が付 け られてい る。

イェール大学の法学教授 、ステ ィー ヴン ・カーター氏 は、著書ReflectionsofanAfiirmative

ActionBaby(『 アフ ァーマ テ ィブ ・ア クシ ョンっ子 の省 察』)の 中で、AAに 言及す る際に、

繰 り返 して 「人種 の優遇(racialpreferences)」 とい う表現 を使 っている。彼 は この本の中で、

自分 が黒人であ るこ とが、 ロース クールへの入学 にいかに大 き く影響 したか を、実体験か ら

語 っている。た とえば、彼 はハ ーバ ー ド大学 のロース クールに一時 は不合格 となった ものの、

後 にそれが間違い だった とい う連絡 が入 り合格 となった。 その時 に大学 の関係者 はカーター

氏 に対 し、「白人だ と勘違い して しまった」 と弁解 した とい う23。 つ ま り、彼 は白人であった

なら不合格 だ ったの だが、黒 人であ ったため に入学 を認 め られたのである(結 局彼 はイェー
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ル大学 に入学す るのだが)。

最高裁 が合憲 と言 えば合憲 になるわけでは ない

多 くの保 守たち にとって、AAが 人種差 別であ り憲法 に反す るとい うのは、意見 とい うよ

りは確 固たる事実 である。だか ら、最高裁判所 がAAを 合憲 とす る判決 を出 して も、 それは

その判決 の方が間違 っているの だ。 こ こでは最近の例 と して、 ミシガン大学の入試選抜制度

をめ ぐる論争 を取 り上 げる。1997年 に、マ イノ リテ ィの学生 を優遇 する ミシガン大学の

入試選抜 方法 を 「逆差 別だ」 と して、不合格 となった 白人学生3人 が大学 を訴 えたが、20

03年1月 にブ ッシュ大統領 は、 同大学 の措置 は違憲だ と主張する意見書 を最高裁判所 に提

出 した24。 ブ ッシュ氏 は、意見 書 を提 出す る前 日の演説 で、 アメ リカ社会が多様 であるこ と

の価値 を認め なが ら も、「人種 を理 由 に高等 教育 に人 を受 け入 れる、あるい は排 除する割 り当

て制度(quotasystem)、 お よびそれが提供す る機会 は、軋礫 を招 き、不公平 で、憲法 と相容

れ ない」 と、 ミシガン大 学の採 ってい る入試制度 を非難 した25。

ミシガ ン大学の措置 に対 して、最 高裁判所 は、2003年6月 、以下 の ような決定 を下 し

た。 まず、 同大学の ロースクールが入試 の際 に人種 を考慮 に入れているこ とは5対4の 僅差

で合憲 とした(判 決は9人 の判事 の多数決 による)26。 一方、学部入試 で黒 人、ラテ ン系 とネ

イテ ィブ ・アメリカンに(150点 満 点の うち)20点 を与 える とい う措置 は、6対3で 違

憲 と した27。 つ ま り、AAの 概念 自体 は合憲だが、そのため にミシガ ン大学が採 っていた特

定 の方法 は度が越 してい る、 とい う内容 であ る。両方の判決で多数派 に属 した オコナー判事

は、「学生の多様性 は国の利益 と して切実 な もので あ り、それ は大学入試 におい て人種 を選考

材料 に用 いる ことを正当化す る」と した上で、そのため には厳格 に調整 した(narrowlytailored)

措置 をとる必要があ る と論 じた28。

しか し、最高裁判所 が何 と言お う と、保 守たちは立場 を変えない。AAが 存在す る限 り、

それ は優遇 の程度 に関係 な く人種 差別で あ り、 したが って、一刻 も早 く 「完全 に」廃止すべ

きなのだ。「厳格 に調整」 した方法 であれ ばいい とい うのは玉虫色の議論 である。 ワシン ト

ン ・タイムズ紙 の コラムニス ト、 ウィリアム ・マ ーチ ソン氏 は、最高裁がAAに 対 して 「イ

エス とも言わ ない しノー とも言 わない」、「信念の ない」、どっちつかずの態度 をとっている と

批 判 した29。 彼 による とAAは 明 らか に憲法違反の人種差 別だが、最高裁 の決断 はあ くまで

政治的な ものである。そこには法 的な議論 が欠落 してお り、5人 の判事 は、「適量の」人種差

別 とい う、「芯の ない鉛筆」 「羽根 のついた豚 」 に等 しい無意味 な ものを探 っている。

また、 オコナー判事 がAAの 論拠 と した 「多様性 」 に対す る批 判 も強い。次 章以降の議論

は、 この理念への反発 を中心 に展開す る。

IV論 点その二 個 人主義 に反する

人種 や民族 の一員 と しての個 人

AAを 支 えてい る、多様 性が よい結 果 を生 む とい う考 え方 は、保守主義 の視点 に立てば、
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主 に二つ の角度 か ら批判 で きる。一つは、それが個 人主義 に反す る ということ。もう一つ は、

それが国 を分断す る とい うこと。 この章 では前者、次 の章 で後者の議論 を取 り上げ る。

なぜ この考 えが個 人主義の否定 なのか。 それは、その 「多様性」 の単位が人種や民族 だか

らである。AAは 、人 を個人 としてではな く、あ くまで 「黒人の一 員」 「ヒスパニ ックの一員」

「白人の一員」とい う風 に、あ る集団の構成員 と して見 ている。大学の入学試験 を受 ける際、

企 業の入社試験 を受 け る際、受験者 は、純粋 な個 人 も しくは アメ リカ人 として は扱われず、

「～系 ア メリカ人」 とい う分類 と、 それ に従 う待遇 の違 いか ら逃 れる ことがで きない。AA

の擁護者 が よ くロにす る 「多様 性」 とは、 その 「～系」 の多様性 の ことであ る。前の章で紹

介 した最高裁の オコナー判事が重要視す る大学 にお ける 「学生 の多様性」 とは、「さまざまな

人種 や民族 の学生 が大 学 にい るこ と」 とい う意味 であ る。 も し、大学 に必要 な多様性が個 人

を単位 とす るなら、入試で 「人種 を選考材料 に用い る」必要 はない。

リバ ー タリア ン派 シンクタンク、 ケイ トー研究所 の副所長 、デイヴ ィッ ド ・ボウツ氏 は、

アメ リカ における白人の黒 人 に対す る扱 いを3期 に分 けた上 で、各時期 に共通 してい るのは

搾取 で も差別 で もな く、黒 人の人間性 と個 人の人格 の否定 だ と分析 してい る30。 まず、第一

期 の、奴隷 と して扱 っていた時期(1619～1865年)に は、 白人が黒人 を動 物や機械

の ように扱 うことで、彼 らの基本的 な人権 を否定 した。 第二期 の、 ジム ・クロウ法 による隔

離 を行 っていた時期(19世 紀末 ～1964年)に は、黒 人の自由労働 市場への参加 を制 限

し、 自分 の能力 に したが って成功 を収め る機会 を奪 った。 そ して第三期の、1965年 か ら

現在 に至 る時期 では、AAを 行 うこ とに よ り、黒人が政府 の補助 を得 ない と成功で きない よ

うに した。つ ま り、AAは 、黒人た ちを個人 としてみず、 あ くまで 「黒人 とい う集団」 と し

て一括 りにし、異 なった扱 い を与 えてい る点 にお いては、奴隷 として搾 取 した り、 まとめて

隔離 してい た時期 と、何 ら変わ りはないの だ。

権利 の単位 は個 人

AAが 人 を集 団の成員 と して考 えるこ との問題点 は、それが権利の単位 を個人では な く集

団 にす る ことで ある。 自由主義 を代 表す る思想家、 ジ ョン ・ロ ックは、すべての人間が、生

まれなが らに して、平等 に権 利 を持 ってい ると主張 した。

政治権 力 を正 しく理解 し、 またその起源 を尋 ねるためには、われわれ は、すべての人間が天然

自然 には どうい う状態 に置かれてい るのか を考察 しなければな らない。(中 略)
ヘ ヘ ヘ へ

それは また、平等 の状 態で もあ る。そ こで は、一切の権力 と権限 とは相互的であ り、何 人 も他

人 よ り以上の ものは もた ない。 同 じ種、 同 じ級の被造物 は、生 れなが ら無差別 にすべ て同 じ自然

の利益 を享受 し、同 じ能力 を用い得 るので あるか ら、 もし彼 らすべての唯一の主なる神 が、なん

らかの明瞭 な権利 をその者 に賦 与す るので ない限 り、互 いに平等であ って、従 属や服従 があるべ

きではない、 とい うこ とは明 々白々であるか らで ある31。

私 は前 に第二章で、すべ ての人間は生れ なが らにして平 等である といったけれ ども、それはあ

らゆ る種類の平 等 を指 した もの と解 され てはならない。(中 略)そ れは各 人が、どんな他人の意志
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

あ るいは権威 に も服従 させ られ ることな く、 自分 の 自然の 自由に対 して もっている平等 の権利 な
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の で あ る32。

これは 自然権(naturalrights)と い う考 え方で あ り、 アメリカの独立宣言の書 き手 たち も重 要

な原理 として採用 した。宣言 の中にこ うある。 「われわれは、自明の真理 と して、すべての人

は平等 に作 られ、造物 主 によって、一定の奪 いがたい権利 を付与 され、その 中に生命、 自由

お よび幸福 の追求 の含 まれ るこ とを信ず る」33。ここで権利 を持 つ単位 は個人であって、決 し

て人種 ではない。 また、人 によって権利の内容が異 なってい るわけではない。

「正 しい黒人 の意見」「正 しい 白人の意見」

多様性が教育 や ビジネス に効 果 を持つ とい う主張 は、人種が人 の中身 を規定す る要素 だ と

い う前提が ない と成立 しない。なぜ な ら、AA肯 定論者が推進する多様性 とは、単 なる人種、

民族の種類の多 さその ものだけでは な く、それ に伴 う発想 や思考法の違い を指す か らである。

経済学者で黒人 のウ ォル ター ・ウィリアムズ氏 は、以前 ラジオで、大学 におけるAAに つい

て 「人種がその人 の考 え方 を決 める とい う発 想の上 に立 ってい る。だか ら人種差別 だ」 とい

う意味の ことを言 っていた。

カー ター氏 は、AAに よる民族分類 を受 けた経験 を、 自身が黒人 とい うラベルの貼 られた

「箱」 に入れ られてい るようだ と表現 した34。 黒人が一 まとめに、 その 「箱」 に押 し込め ら

れる ことで、民 族 アイデ ンテ ィテ ィが強調 され、黒 人 とい う人種 が一つの利益集団 になって

しまう。それ によって、ス テ レオ タイプ的な 「正 しい黒人の意見」 が成立 し、 その枠か ら外

れた発 言 を しに くくなる。AAに 反対す る黒 人は、他 の黒人か ら自分 たちの利益 を害する存

在 と して 「反逆者」 「黒 人 ら しくない」 とい った非難 を受 ける。「外 は黒 いが 中身は白い」 と

い う意味 で 「オ レオ」 とい う蔑称 も存在 する とい う35。 カーター氏 は ここで、黒人 としての

集 団アイデ ンテ ィテ ィが、個人の思想の 自由よ りも上位 に置かれている と警告 している。

「正 しい黒人 の意見」がある とい うことは、「正 しい 白人の意見」がある とい うことだ。ア

メ リカの メディアや論客 は、AAに 反対す る白人 をよ く 「怒れ る白人男性(angrywhitemen)」

と表現す る。 これ には、「怒 れる」(つ ま り常軌 を逸 した)白 人で なけれ ばAAに 反対す るの

はおか しい、 とい う暗黙 の前提 があ る。 カ リフ ォルニア大学で経済学 と公 共政策 を教 える ト

ーマス ・ハズ レッ ト氏 は
、 この状態 に対 して、「なぜ、不 当で非生産的なシステム(AA)に

対 して、正式 に差別 を受 けている と認定 された人間(マ イノ リテ ィ)し か反対 してはいけな

いのが当然 になってい るのか」 と問いかけている36。

アメリカでは、すべ ての人 々が、 ある集団の一員 と してではな く、あ くまで個 人 として扱

われ るべ きだ とい う理念 は、「カ ラー ・ブ ライン ド(colorblind)」 とい う言葉で表現 される。

カラー ・ブライ ン ドとい うのは、肌 の色 を人 を判 断す る材料 に しない とい う意味で ある。 こ

の考 え方は、マーテ ィン ・ルーサ ー ・キ ング牧 師が1963年 に行 った、 あま りに も有名 な

「私 には夢が ある(IHaveaDream)」 演 説 に体現 されている。 「私 には夢が あるのです。いつ

の 日か私 の幼 い四人の子 供 たちが、皮膚 の色 に よってではな く、 どんな内容の人 間か とい う

ことに よって評価 される国 に住 む ようにな る夢 が37」 とい う一節は、 しば しばアメリカ社会

の理想 を示す言葉 として引用 される。
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好 ま しか らざる介入

批判 の矛先 は、個 人主義 を否定す るAAを 実施 してい る当事者 である政府 に も向け られる。

政策 の内容 に関わ らず、そ もそ も政府 が社 会 に介入す るこ と自体 が個人の 自由を脅かすか ら

である。 これ まで説明 してい る ように、保 守 は、政府が個人 の競争 に介入す ることや、個 人

が政府 に頼 らされ ることを嫌 う。 自由競争 の阻害 とい う点 につ いては、3章 で挙げた人種差

別論 が重 なる。他 の角度 か ら説 明す る。

保 守主義 の特徴 は強靭 な個 人主義 であ り、 自己責任 を重視す る。その視点か ら見 ると、A

Aは 、マ イノリテ ィが政府の補助 な しに成功 する ことを不可能 に して しまってい る。家 父長

的 な政府 による、彼 らに対す る侮辱 である。 ボ ウツ氏 は、政府 に よるAA実 施の背景 には、

「黒 人がその ような助 け な しには競争社会 ではやっていけ ない とい う暗黙の信念」 がある と

指摘 している38。

また、保守 たちの大 きな政府 に対す る反発 には、 リベ ラルたちの社会科学過信 に対 する批

判が 関係 している。 リベ ラルたちは、副島隆彦氏の言葉で言 えば 「厳 密な科学(サ イエ ンス)
ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ ヘ へ

としての学 問の力 によって、現実 の社会 の病気 を治療 す るこ とがで きるのだ」 とい う信念 を

持 っている39。 しか し、保 守た ちか ら見 れば、社会 は科学 による分析 だけで解明で きるほ ど

単純 ではない。佐 々木毅氏 は、保 守たちの この発想 を、福祉 政策 を例 にとって説明 している。

最 も有名 な例 と して は、福祉政策が家族 と貧 困に及ぼす影響 につ いての指摘 があった。(中 略)こ

の政策 は多 くの人 々の支持 を得 る ことがで きた。 しか し、実際 に援助 を行 った結果、男性 たちの

家族 に対す る責任感が低 下 し、 ます ます離婚 と家族の崩壊が起 こ り、従 って、貧困問題 は深刻 に

なってい った とい うのであ る。(中 略)従 って、保 守の側 は、広範 な社会政策 は問題解 決に成功 し

なか っただけで な く、却 って問題 を悪化 させ たとい う痛烈 な批 判 を浴びせる こととなった40。

この よ うに保守 たちは、 政府 が社 会政策 を実行す る ことが問題 を解決 する とい う考 え方 自体

へ の疑念 を根 強 く持 ってい る。

V論 点その三 国家 を分断する

差異 と共通性

保 守主義か ら見 ると、AA肯 定論者 が促 進す る多様 性 とは、個人主義 の否定であ るだけで

はな く、国家 を分断す る概 念で もある。前 述の ようにこの多様性 の単位 は人種や民族で、A

Aは それ らを単位 にアメリカ国民 を分類 してい る。 これ は、一体 となった一つの国民 を目指

す考 え方 に とっては脅威 であ る。 なぜ な ら、 この分類 は、人種、民族 とい う差異 を前面 に出

す こ とで、 同 じアメ リカ人 としての共通性 を脅 かす か らだ41。

国 の中で差異 を強調 す るこ とは、一定 の価値 による国家の統一 を困難 にす る とい う危機感

を生 む。政治家かつ政治評論 家のバ トリック ・ブキャナ ン氏 は、TheDeathoftheWest(邦 題

『滅 びゆ くアメ リカ、病 む西 洋』)で 、「アメ リカはキ リス ト教国家 だ」 とい う趣 旨の言葉 を
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再三 に渡 って引用 し、 アメ リカが 「非 キ リス ト教化(De-Christianize)」 されてい る と警鐘 を

鳴 らしている42。 彼 はイ ンターネ ッ ト上 の コラム43な どで も、 しば しば 「一つの国家、一つ

の国民」 である ことの重 要性 を説 き、 その理想 と正 反対 の状 態 と してアメ リカの 「バ ルカ ン

半 島化(balkanization)」 とい う表現 を使 う。彼 が理想 とす るアメ リカ像 とは 「一つの国家、

一つ の国民(onenation
,onepeople)」 である。

AAに よるアメ リカの人種 分類 は、人種差 別 を解消 した り人種 間の関係 を改善す る どころ

か、 む しろ対 立 を助 長す ると主張す る人 もいる。CenterforEqualOPPo血nity(機 会平等のた

めの セ ンター)の 相談役、 ロジ ャー ・ク レッグ氏 は こう述べ る。 「今 日の人種 関係 に とって、

『AA』 と言われている もの以 上の脅威は存在 しない」"。 彼 に よる と、アメリカにお ける人

種 間の関係 は過去 に比べ る とよ くなってお り、差 別は依然 と して存在す る ものの、状 況は 日々

改善 され て きてい る。 ところが、民族 政治(民 族が政治単位 となって活動す ること)の 愛好

家た ちがAAを 推 進す るこ とで、 人種 同士の敵意 と非難 を煽 り、人種 を中心 と した世界観 を

制 度化 し、マイノ リテ ィに被害者意識 を植 え付 けている とい う。

過去 と現在

1971年 に、ある 白人が逆差別裁判 を起 こ したが、その判決 をめ ぐる議論 の中で、初の

黒 人最高裁判事 として知 られ るサ ーグ ッ ド・マ ーシ ャル氏 は、同僚 の 白人判事、ウィリアム ・

ダグラス氏 に向か って こう言 った とい う。 「お前 たちは長 い間(私 たち黒 人 を)差 別 して きた。

今度 は私 たちの番だ」45。これ は、AAが もた らす と保 守たちが主張す る、国家の分裂 を表す

言葉 として、実 に象徴的で ある。つ ま り、AAは 「白人は搾取者であ り、 『われ われ黒 人』 は

その被害者で ある。今度 は、われ われが団結 して仕返 しをす る ことに よって、逆の 目にあわ

せて やる」 とい う発想 を促す危 険性 があ るの だ。 これは、万 国の労働者 を資本家 による搾取

の被 害者 として団結 させ 、革命 を起 こそ うとす る階級 闘争理論 を彷彿 とさせ る。

この憎 しみの根源で あ り、AAの 開始の論拠 となった歴史的 な人種差別、つ ま り奴隷制 や

ジム ・クロウ法は、それ以降 に生 まれた人た ちにとっては直接の関係 はない。 これに対 して

は、なぜ 自分 たちが祖先 たちの社会 の罪 を原 罪の ように背負 っていか なければな らないのか、

この状 態 をいつ まで我慢 すれ ば よいのか、 とい った素朴 な反感が沸 き起 こる。 ハズ レッ ト氏

は、政府 が各民族 と性 別 に対 して、過去 の(歴 史的な)苦 しみ に したが って、現在 の社会 で

味 わ うことになる苦痛 を階級づ けてい る とAAを 非難 してい るca。 そ して、 自分 たちの何世

代 も前 の祖先が味 わって きた苦痛 よりも、現在 のアメ リカ人たち 自身が、同 じ国民 として味

わっている苦痛の方が よ り重要 だ と主張 してい る。

まとめ

今 まで見 て きた よ うに、AAは 保 守主義か ら見 て とて も受 け入 れ られ る ものでは ない。

この措 置は、個 人の 自由 に とって重 要な憲法 を躁躍 してい る し、そ れが 目指す ところの人種

を前 面 に出 した アメリカの多様性 は、重 要 な原 理であ る個人主義、国家 としての統一性へ の
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挑戦 だか らである。

さて、多文化 主義、 また広 く社会の多様性 を論 じる際の重要な概念 として、社会学者の ミ

ル トン ・ゴー ドンが作 った、「リベ ラル多元主義」 「コー ポ レイ ト多元主義」が ある47。 これ

らの考 え方 と今 までの議論の 関連 を探 るこ とで、本稿 を締め くくる ことにす る。

多元主義 とは、英語 で言 うpluralismで あ る。Pluralが 「複数」とい う意味であ り、Pluralism

は 「複数主義」 とい う意味 合いであ る。つ ま り、社 会 において複数の あ り方、多様性 を認 め

る考 え 方 で あ る。Culturalpluralismは 文 化 多 元 主義 と訳 され る が 、 これ は多 文 化 主義

(mUltiCUItUraliSm)と 同義的 に用い られる。

リベ ラル多元主義 は、今 まで取 り上げ て きた保守主義 の立場 とほぼ重 なる。 これ は、個 人

を単位 とした多元主義 を掲 げる考 え方であ る。AAに おいて も 「カラー ・ブ ライ ン ド」(前 述)

を貫 き、優遇措置 に反対 し、重要 なのは機会の平等 だ とする。 ここでの 「リベ ラル」が(古

典 的)自 由主義 の 「リベ ラル」 を意味 す るこ とは、 ここまで読み進 まれた方 には明 らかだろ

う。 もっ とも、厳密 には、 自由主義が掲 げ る権 利 の平等 が機会の平等 につなが る とは限 らな

いo

一方の コーポ レイ ト多元主義 は、人種 や民族の集団 を単位 とした多元 主義 を標榜 する。 コ

ーポ レイ トとい うの は 「団体」 とい う意味 である。歴 史的な不平等 を根拠 に、 「カラー ・コン

シャス」(「 カラー ・ブライ ン ド」 とは逆 の意味。肌の色 を意識す ること)の 立場か ら特定 の

人種や民族 を優遇す るAAを 肯定 し、 目標 を結果 の平等 だ とす る。 この立場 は リベ ラルたち

が とる。

本稿で筆者が考察 して きたのは、AAを 推 進す るコーポ レイ ト多元 主義 の、 リベ ラル多元

主義か ら見 た問題点 に近 い。ただ、リベ ラル多元主義 か らは、AAが 「国家 を分断す る」 とい

う問題 意識は生 まれない。 アメ リカの保 守主義 は、II章 で述べた ように、 自由主義 の クロー

ンと考 えるだけで は不十分で ある。 リベ ラル多元 主義 とコーポ レイ ト多元主義 の対立 とい う

視点 は、本質 をつい た議論 だが、現実 には、保 守が必ず しも宗教 をは じめ と した個 人の多様

性 を認 める とは限 らない。

また、 この二つの立場 は、 同 じ多元主義 とい う言 葉 を含むため、一見、 目的は同 じであ り

その実現 のための手段 で対立 してい るかの ように見 える。だが、 目指す多様性 の単位が個人

か集 団かで、その中身 は決定的 に異 なる。 その違 いの大 きさ、対立 の深 さは、本論 で筆者が

紹介 したAA反 対論 の激 しさを思い出 していただければ分かっていただける と思 う。保守で

あれば、政府 が国民 の税 金 を用いて、積極 的に、上 か らの政策 に よって何か を実現す る とい

う発想 には反対す るのが 自然 だ。特 に、 自由主義 の教義 を守 り 「小 さな政府」 「個人主義」 を

貫徹す るな らば、 人種 問題 の解 決策は、 む しろ政府 の介入 を極力減 らす(あ るい はな くす)

こ とであ る。この立場 では、多元主義 とは政府が社会 のあるべ き状 態 を一義 的に押 し付けず、

個 人個人の選択や競争 を尊重 する ことを意味す る。保守主義 の立場で 目指す 「平 等」 とは、

機会の平等以 上にはあ りえない。

社会の多様性 や平等 を目指 す、 とい う時 に、それ らは何 を意味するのか。単位 は個 人なの

か、あ るいは人種、民族 なの か。機会の平等 なのか、それ とも結 果の平等 なのか。AAがA

Aで ある限 り、保 守主義が 自 らの原理 を捨 てない限 り、 これ らの焦点 をめ ぐる対立 は今後 も
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アメ リカを悩 ませ続 けるだ ろう。

[注]

1http:〃www
.usccr.gov/aaction/state77.pdf米 国 人 権 委 員 会 が1977年 に 出 し たAAに 関 す る

声 明 文 。

2Marable
,4

3オ ン ラ イ ン 英 和 辞 典http:〃www
.alc.co.jp/index.htmlに よ る 。

4http〃www
.eeoc.gov/35th/thelaw/eo-10925.html

5http//www
.eeoc.gov/35th/thelaw/eo-11246.html

6http//usinfo
.state.gov/usa/infousa/laws/majorlaw/civiir19.htm

7Fletcher
,28

8Marable
,7

9http
://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/afGirm/links.htm

iohttp//www
.1bjlib.utexas.edu/johnson/archives.hom/speeches.hom/650604.asp

Hhttp//www
.nsf.gov/od/oeo/women.html

l2http〃aad
.english.ucsb.edu/docs/Cahn.html

13最 近 で は
、 一 部 の 大 学 が 「経 済 的 多 様 性(economicdiversity)」 と い う 理 念 を 採 用 し始 め て

い る 。 こ れ は 金 銭 的 に 恵、ま れ な い 家 庭 の 子 供 も 積 極 的 に 大 学 に 受 け 入 れ る こ と で 、 富 裕 度 の

多 様 性 を 目 指 す 考 え 方 で あ る 。
14Rand

,74-75
15佐 々 木

、9-15
16F

ukuyama,42
17同 上

,44
18佐 々 木

、63-64
ighttp://www

.economist.com/displaystory.cfm?story _id=14876126割 以 上 と い う の は2000

年 の 数 字 。
20宗 教 右 派 に つ い て は

、 副 島 、328-350に 詳 し い 。

20小 室
、29

21http://www
.usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjO71.html

22AAは 性 別 の 問 題 よ り も 人 種 の 問 題 と し て 議 論 さ れ る こ と が 多 い よ う で
、性 差 別 と し て 問 題

に さ れ る こ と は 比 較 的 少 な い 。
23Carter

,15
24http:〃www

.arsvi.com/Oe/aa.htm
25http:〃edition

.cnn.com/2003/ALLPOLrrICS/01/15/bush.aa.transcript/
26

http://erlc.com/partner/Article _Display_Page/0,,PTID313086%7CCHD590694%7CCIID1590970,00.

html

27同 上

28同 上

29http:〃www
.washtimes.com/commentary/20030625-085919-5040r.htm

30Boaz
,229

31ロ ッ ク
、10

32同 上
、57-58こ の 引 用 の 中 で ロ ッ ク が 言 及 し て い る 「第 二 章 」 と は 注31で 引 用 し た 箇 所

を 指 す 。

33高 木 な ど
、114の 訳 を 使 用 し た 。 こ れ ら の 権 利 は 、 政 府 の 存 在 す る 前 か ら 、 ロ ッ ク の 言 葉

で 言 え ば 「自 然 状 態(stateofnature)」 で 存 在 す る の で あ る 。
34Carter

,1
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35同 上
,99-125「 オ レ オ 」 と は2枚 の 黒 い ビ ス ケ ッ ト の 間 に 白 い ク リ ー ム が は さ ま れ た 菓 子 。

36http://reason
.com/9505/Hazlett.mav.shtml

37猿 谷
、115-116の 訳 を 利 用 し た 。

38Boaz
,230

39副 島
、159

zo佐 々 木
、31

41ア メ リ カ 人 を 「～ 系 」 に 分 割 す る 考 え 方 に は
、 た と え ば 「ア ジ ア 系 ア メ リ カ 人 」 な ら

Asian--Americanと ハ イ フ ン で つ な ぐ こ と か ら 「hyphenatedAmericanism」 と い う 名 前 が 付 け ら

れ て い る 。
42Buchanan

,179-204
43ブ キ ャ ナ ン の コ ラ ム は

、http:〃www.theamericancause.org/な ど で 読 め る 。
44htt

p://www.nationalreview.com/comment/commentO51500d.html45

Buchanan,218
46htt

p:〃reason.com/9505/Hazlett.mav.shtml
47リ ベ ラ ル 多 元 主 義 と コ ー ポ レ イ ト多 元 主 義 に つ い て の 記 述 は

、Gordon,157-168に 拠 る 。 な

お 、 こ れ ら の 概 念 は 、 ア メ リ カ 国 内 のAAを め ぐ る 政 治 的 議 論 で は 使 用 す る 人 は 少 な い よ う

で あ る 。
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ActionDebate,Addison-Wesley)

※本稿 で は直接 使用 しなか ったが、アメ リカの保守思想 に関 して は、AFN(AM810)

で毎 週月曜か ら金 曜の午後6時5分 ～7時 に放 送 されてい るラ ッシュ ・リンボー氏の ラジオ

番組 か ら多 くを学 んだ。
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